
第９４回 成田市新型コロナウイルス感染症対策本部会議概要 

 

１，日時：令和４年３月１８日（金）１１時１５分～１１時４５分 

 

２，場所：庁議室 

 

３，小泉本部長あいさつ 

 

４，議題（１）まん延防止等重点措置の適用解除に伴う対応について 

・健康こども部 

3月 21日に、まん延防止等重点措置の適用が解除されるにあたり、昨日、千葉県新型コ

ロナウイルス感染症対策本部会議が開催されたため、その概要についてお知らせする。 

まん延防止等重点措置の解除に伴い、飲食店への営業時間の制限等は実施しないことと

なるが、基本的な感染対策の継続をお願いするというのが主な内容となっている。 

千葉県の感染状況については、3 月 16 日時点の入院者数が 906 人、確保病床使用率が

41.6％となっている。また、人口 10 万人当たりの自宅療養者数及び療養等調整中の合計

値は同日時点で 331.6 人となっている。2 次医療圏別の 1 週間当たり人口 10 万人当たり

の新規感染者数は、印旛管内で 336.02人、成田市で 274.68人となっている。 

市内の感染状況については、自宅療養者・ホテル療養者ともに減少傾向となっている。 

まん延防止等重点措置終了後の取り組みの期間は令和 4 年 3 月 22 日から当面の間とな

っており、外出については、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動は控え

ることとされている。 

飲食については、黙食を基本として、会話をする際は必ずマスクを着用すること、1テ

ーブル 4人を基本として、広さに応じて一定の距離等を確保できる人数とすることとされ

ている。なお、千葉県知事のコメントでは、1グループ 4人ではなく、複数テーブルでの

利用を可能とする旨の発言があった。一定の距離については 1～2 メートルの距離と示さ

れている。また、花見時期における県管理の屋外施設での宴会（お酒を伴う飲食）は控え

ることとされている。 

検査については、引き続き、無料検査は原則として抗原定性検査ではなく PCR検査を選

択する、軽度の発熱、倦怠感など、少しでも体調が悪い方は医療機関の受診、または「検

査キット配布・陽性者登録センター」を利用するようお願いがされている。 

イベント主催者等については、参加者にイベント等の前後の活動における基本的な感染

対策の徹底や、直行直帰を呼びかけることとされている。また、感染防止安全計画を策定

し、県による確認を受けた場合には、人数上限が収容定員までとなり、それ以外は収容率

が 100％（大声なし）または 50％（大声あり）、かつ、人数上限が 5,000 人または収容定

員の 50％以内のいずれか大きい方となる。 

自宅療養者支援の状況については、昨日までで相談件数 180 件、配送件数が 103 件、 



配送数が大人用 233 箱、子供用が 10 箱となっている。現在、健康増進課に相談員が交代

で電話対応しているが、相談件数も減ってきており、4月以降は健康増進課員で対応する。

なお、配送については現状維持とする。土日の相談件数も少ないため、4月以降は平日の

みの対応とする。 

保健所への応援職員の派遣については 3月末までで終了とする。 

 

・教育部 

学校体育施設及びスポーツ施設での小中学生を含む団体の活動自粛期間を、3 月 21 日

をもって終了する。 

児童・生徒の出欠席の扱いについて、これまで同居家族が濃厚接触者になった場合は PCR

検査の結果が判明するまで登校を控えていただくようにしていたが、国・県より基本的対

処方針の変更の通知で、登校を控えることは求めないこととされたため、4月より同様の

取り扱いとする。 

学校の部活動については、当面はこれまでの対応を継続し、4月以降に学校と協議して

いく。 

国際医療福祉大学の職域接種による教職員等への追加接種が昨日から開始し、約 600名

が対象となっている。 

 

・都市部 

キャンプ場について、3 月 22 日より宿泊の受付を再開し、3 月 26 日から宿泊利用を可

とする。 

花見については、県の通知があるため、自粛についてホームページや看板等で周知する。 

 

・シティプロモーション部 

さくらの山についても、飲酒を伴う宴会の自粛をホームページや場内放送にて周知する。 

 

・健康こども部 

なかよし広場等については、利用組数の制限を、3月 21日をもって解除する。 

また、保育園の登園自粛についても、3月 21日をもって解除する。 

 

・市民生活部 

中郷ふるさと交流館については、小中学生を含む団体の活動自粛を、3月 21日をもって

解除する。 

 

・環境部 

成田クリーンヒル多目的広場についても同様に、小中学生を含む団体の活動自粛を、3

月 21日をもって解除する。 

 



議題（２）ワクチン接種について 

・健康こども部 

3 回目の接種率については、成田市全人口の 37.73％が 3 回目の接種を完了しており、 

2 回目の接種を完了した方のうち 43.42％が 3 回目の接種を完了している。そのうち、65

歳以上の方では 85.45％の方が 3回目の接種を完了している。 

今後のワクチン接種については、4月の接種対象者が 3月の接種対象者の約半分となり、

また、職域接種も実施されているため、現在週 4回実施している集団接種を、4月以降は

週 2回に減少させることとする。 

5 歳～11 歳の接種については、3 月 1 日から 11 日まで、接種を希望する方に対して接

種券を送付しており、接種については各医療機関で受付を行っている。残りの方への接種

券の送付については 3月 25日を予定している。 

12歳～17歳の追加接種については、国の動きを注視し準備していく。 


